
 
仕  様  書（単価契約） 

 

１ 品  名  下水汚泥用消臭剤（中島浄化センター用） 

 

２ 予定数量  約 14,000 kg（増減する可能性あり。） 

 

３ 機  種  栗田工業株式会社  クリレイザーＮ－757 

 

４ 契約方法  １㎏当たりの単価契約 

 

５ 契約期間  令和８年４月１日から令和８年 10 月 31 日まで 

 

６ 納入場所  静岡市駿河区中島 1711 番地の１ 中島浄化センター 

 

７ 納入日時  平日の午前９時から午後５時までの間で、購入所管課職員が指示する。 

 

８ 納入方法等  

（１）タンクローリーによる納入とし、発注のあるごとに、その都度購入所管課職員の指

示する場所へ、指示する日時までに、指示する方法により、発注のあった数量を納入す

ること。 

（２）納入時においては、購入所管課職員または購入所管課職員の指定する者立会いのう

え、納入すること。また、納入時に納入品の計量証明書を添付し、購入所管課職員の

検査を受けること。 

（３）中島浄化センターのタンクに投入すること。 

（４）納入予定数量及び予定回数 

１回当たりの納入予定数量 約 2,000 ㎏/回 

納入予定回数 月１～２回程度 

（６）本仕様書に挙げる薬品の発注は、残量に余裕をもって行うが、納入時間の大きな遅

れは下水処理に重大な支障を及ぼすこともあるため、納入時間は厳守すること。交通

事情等により遅れる場合は必ず連絡すること。 

（７）納入時には、一般市民及びその他の車両の運行に支障のないように注意すること。 

 

９ その他 

（１）入札金額は、１kg当たりの単価（消費税及び地方消費税相当額を除く。）とする。 

（２）予定数量は、契約期間における購入数量を推定したものであり、購入数量を保証す

るものではない。 

（３）支払方法は、月締めとし、翌月に提出される請求書の受領後 30 日以内に支払う。 

（４）請求金額は、確定した数量に契約単価を乗じて得た額とする。ただし、その金額に

１円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 

（５）契約期間内は、契約単価の見直しを行わない。 



（６）契約業者は、購入所管課職員の指定する数箇所で硫化水素濃度を検知管により毎月

測定し、消臭剤試験報告書を購入所管課に提出すること。 
（７）契約後、当該製品取扱に係る注意事項、安全性に係る確認結果等を記載した最新の

SDS（安全データシート）を提出すること。 
（８）不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。 

（９）この物品調達に係る契約は、この物品調達に係る令和８年度静岡市各種会計予算が

令和８年３月 31 日までに成立し、同年４月１日以降に双方が契約書に記名押印するこ

とによって確定するものである。 
 

10 購入所管課   上下水道局 下水道施設課 中島浄施設係 並木 

電話番号 054-285-3469（中島浄化センター） 

 


